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下請契約報告事務取扱要領

   （平成２年６月１日伺定） 

［沿革］ （平成１２年６月１５日監第４８１号改正） 

（平成１５年３月５日監第２１２７号改正） 

（平成２３年３月２５日監第１３８４号改正） 

（平成２４年１０月２５日監第８３６号改正） 

（平成２７年３月２３日一部改正） 

（趣 旨） 

第１条  この要領は、建設省が定めた建設産業における生産システム合理化指針及び熊本県が定めた不

良不適格業者排除対策に沿い、建設工事の請負契約の適正化等を図ることにより、熊本県発注の建設

工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発達に資することを目的とし、熊本県公共工事請負契約

約款第７条の規定に基づく下請報告書（以下「報告書」という。）について必要な事項を定めるもの

とする。 

（対象建設工事等） 

第２条  監督員は、請負契約を締結した受注者に対し、県から直接請け負った建設工事のうち、下請契

約を締結したものについては、次の書類を提出させるものとする。 

  （１）施工体制台帳（別記様式１）、下請負人に関する事項（別記様式２）及び添付書類の写し 

 （２）施工体系図（別記様式３） 

 （３）工事担当技術者台帳（別記様式４） 

２ 前項の規定に該当する建設工事のうち、建築一式工事については下請業者に発注した工事１件の契

約金額が１００万円以上、建築一式工事以外の工事については下請業者に発注した工事１件の契約金

額が３０万円以上となるものについては、加えて次の書類の提出を求め、適正な契約の締結及び適正

な施工体制の確保等について指導するものとする。 

  （１）報告書（別記様式５） 

  （２）元請・下請関係内容表（別記様式６） 

３  報告書等は、下請契約締結の日から７日以内に提出させるものとする。 

４  報告書等は、２部提出させ、受付印を押印のうえ、１部を受注者に返却するものとする。ただし、

第４条に定める合議が必要な場合は、合議の後、１部を受注者に返却するものとする。 

（指導内容） 

第３条  報告書及び元請・下請関係内容表に基づく主な指導事項は次のとおりとし、受注者に対し適切

な措置を講じるよう指導を行うものとする。 

 （１）下請契約の締結について 

  （２）下請業者の選定について 

  （３）不当に低い下請代金の禁止について 

  （４）適正な代金支払等について 

  （５）一括下請の禁止等について 

  （６）下請業者の主任技術者の雇用関係について 

２  発注機関は、監督員が前項の規定に基づき指導した場合において、受注者に改善の措置がみられな

い場合は、本庁主管課を経由して土木部監理課へ報告するものとする。 

３ 発注機関は、報告書等により下請業者が社会保険未加入企業であることが判明した場合は、施工体

制台帳（別記様式１）及び下請負人に関する事項（別記様式２）の写しを、土木部監理課へ送付する

ものとする。 

（報告書等の合議） 

第４条  第２条第２項の規定に該当する場合、受注者から提出された報告書等は、本庁執行分について

は、本庁各部局の契約担当課まで合議するものとし、地方出先機関執行分については、当該地方出先

機関における契約担当課まで合議するものとする。 

（工事現場への備付け） 

第５条  監督員は受注者に対して、発注機関へ提出した報告書等を工事現場に備付けさせるものとする。 

附 則 

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

２  この要領は、平成２７年４月１日以降に熊本県と締結した契約に係る工事について適用し、平成２

７年３月３１日までに熊本県と締結した契約に係る工事については、なお従前の例による。 
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（別記様式５） 

下 請 報 告 書 

  熊本県知事        様 

平成  年  月  日 

国土交通大臣    般  

          受注者 許可番号      許可  －   第    号 

知    事       特 

                   住 所 

                   商号又は名称 

                   代表者氏 名           印 

 下記のとおり下請発注したので、別添の提出書類を添えて提出します。 

元

請

工 事 番 号 

工 事 名 

    年度     第   －   －   号   

契 約 金 額 円 契約日     年  月  日  

工 期 自    年  月  日  至    年  月  日 

現場代理人氏名  
専門技術者氏名 

（当該工事にかかる資格） （       ）

主任（監理）技術者氏

名（該当する方を○で

囲むこと。） 

「専任・非専任」につ

いては該当する方を

○で囲むこと。 

（         ） 
当該工事にかかる資格 

（ 専任 ・ 非専任 ） 

下

請

下 請 契 約 日      年  月  日 

契 約 金 額 円  
※ 下請業者に対し建設工事の内訳を

明らかにした見積りを行わせるよう

努めること。 

工 期 自    年  月  日  至    年  月  日 

業

者

商号又は名称
※ ５００万円以上（建築一式工事

については１，５００万円以上）

の下請工事の契約の相手方は、建

設業許可を取得している業者を

選定すること。許 可 番 号

国土交通大臣    般 

     許可  －   第    号 

県知事    特 

主たる営業所

の 所 在 地
 熊本県 ・ その他（     ） 

※ いずれかに○をつけること。熊

本県以外の場合、都道府県名を記

入すること。

許 可 業 種
※ 今回の下請工事の施工に必要

な許可業種を記入すること。

受 付 印

(２部とも)
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元
請
・
下
請

 元請の工事概要 下請の工事概要 
工事の概要 

※ 元請工事の箇所・工種・数量等を具体

的に記入すること。 

※ 下請工事については、元請工事のどの

部分をどれだけ下請に出したのか（箇

所、工種及び数量）を具体的に記入する

こと（当該欄に記入しきれない場合、別

紙可）。 

下

請

主任技術者氏名 

（その者の有する資格）

（         ） 

 専任 ・ 非専任 
※「専任・非専任」については該当する方を○で囲むこと。 

契 約 書 等 別添写しのとおり 

代

金

支

払

前 金 払 

前金払受領後   日以内

円
※ 県から前払金の支払いを受けたときは、下請に対して

建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うこ

と。
下請契約締結後   日以内

部 分 払 

毎月       日締切

翌月       日支払
※ 下請に対し、県から出来高払いを受けた後、１月以内

で、かつ、できる限り短い期間内に支払うこと。

出来高払い受領後   日以内

完 成 払 
代金受領後    日以内 ※ 下請に対し、県からの完成後の支払いを受けた後、１

月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払うこと。完成物引受後   日以内

現金手形比率  現金：手形 ： 
※ 請負代金の支払いは、できる限り現金とし、現金払い

と手形払いを併用する場合であっても、少なくとも労務

費相当分については、現金払いとすること。

手 形 期 間   日  
※ 手形期間は１２０日以内で、できる限り短い期間とす

ること

建退共証紙の交付 円  

※ 下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る

共済証紙を併せて購入し、現物により交付すること。又

は、建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入するこ

と。

下請業者数 者  
下請契約整理番号１；下請金額（         円） 

下請契約整理番号２；下請金額（         円） 

下請契約整理番号３；下請金額（         円） 

下請契約整理番号４；下請金額（         円） 

※下請契約締結順に記入のこと。 
下請金額総額 円  

（平成  年  月  日現在） 

（注）本書は下請契約１件ごとに２部作成すること。 
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（別記様式６） 

元請・下請関係内容表（元請負者が記載）

（１）下請契約の締結について（建設業法（以下「法｣という。）第18条、第19条、第20条） 

① 建設工事の施工における企業間の下請契約の当事者は、工事の開始に先立って、建設工事 

標準下請契約約款（昭和52年４月26日中央建設業審議会決定）又はこれに準拠した内容を持 

つ契約書による契約を締結するものとする。 

② 下請業者に対し、建設工事の内訳を明らかにした見積りを行わせるよう努めなければなら 

ない。 

見積りを行わせるよう努めているか。  

□ＹＥＳ   □ＮＯ（理由：                           ） 

     （参考）下請業者の見積りは、法定福利費を記載した標準見積書を活用しているか。 

□ＹＥＳ   □ＮＯ 

 （２）下請業者の選定について（法第３条等） 

     元請は、下請の選定にあたっては、その建設工事の施工に関し法の規定を満たす者を選定する 

    ものとする。（ただし、５００万円未満（建築一式工事については１，５００万円未満）の軽微 

    な工事は除く） 

  法の規定を満たす者＝建設業許可を有していること。 

  ５００万円以上（建築一式工事については１，５００万円以上）の下請工事の契約相手は、 

 許可を取得している業者を選定しているか。 

    □ＹＥＳ  □ＮＯ（理由：                           ） 

            ＊下請契約相手が許可を有している場合は、報告書に許可番号を記載すること。 

     ※県外企業を下請業者に選定した場合の、選定理由。 

理由 

      ＊報告書記載の下請業者の主たる営業所所在地が熊本県以外の場合には必ず記載すること。 

（参考） 

     ○土木工事共通仕様書（別冊） 

      第２章 施工管理一般 

      第２節 その他 

       ２－２－５ 県産資材、県内企業及び誘致企業の優先使用 

        使用材料及び下請業者については、県産資材、県内企業及び誘致企業の採用に努めること 

○熊本県建築工事特記仕様書 

      Ⅱ 特記事項  

      ６ 使用材料及び下請業者については、県産資材、県内企業及び誘致企業の採用に努めること

【裏面へ続く。】 
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（３）適正な代金支払等について（法第24条の3、第24条の5） 

元請から下請業者に対する請負代金の支払時期及び方法については、法に規定する下請契約に 

    関する事項のほか、次の各号に定める事項を遵守するものとする。 

          なお、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者等についてもこれに準じた配慮をするもの 

    とする。 

          ① 県から前払金の支払いを受けたときは、下請に対して建設工事の着手に必要な費用を前払 

            金として支払うこととしているか。 

            □ＹＥＳ  □ＮＯ（理由：                           ） 

②  部分払については、下請けに対し、県から出来高払いを受けた後、１月以内で、かつ、で 

      きる限り短い期間内に支払うこととしているか。 

            □ＹＥＳ  □ＮＯ（理由：                           ） 

     ③ 完成払については、下請けに対し、県から完成後の支払いを受けた後、１月以内で、かつ、 

      できる限り短い期間内に支払うこととしているか。 

            □ＹＥＳ  □ＮＯ（理由：                           ）

      ④  請負代金の支払いは、できるだけ現金とし、現金払いと手形払いを併用する場合であって 

      も、少なくとも労務費相当分については、現金払いとしているか。 

            □ＹＥＳ  □ＮＯ（理由：                           ） 

          ⑤  手形期間は120日以内で、できる限り短い期間としているか。 

            □ＹＥＳ  □ＮＯ（理由：                           ）  

     ⑥ 特定建設業者が注文者となった下請契約（下請が特定建設業者または資本金が4,000万円以 

      上の法人であるものを除く）における請負代金の支払期日は、建設工事の完成を確認した後、 

      下請からの申し出の日から起算して50日を経過する以前において、かつ、できる限り短い期間 

      内において定めているか。 

            □ＹＥＳ  □ＮＯ（理由：                           ） 

  （４）不当に低い下請代金の禁止について（法第19の3） 

            （条  文） 

       第１９条の３ 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設を施工す 

      るために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結し 

      てはならない。 

  （５）一括下請け等の禁止等について（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条） 

            （条  文）  

          第１２条 公共工事については、建設業法第２２条第３項の規定は、適用しない。 

     （参 考） 

        第２２条 建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを問わず、一 

      括して他人に請け負わせてはならない。 

        ２ 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負っ 

      てはならない。 

        ３ 前２項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用し 

      ない。 

  （６）下請業者の主任技術者の雇用関係について（法第２６条） 

下請工事の主任技術者は、下請契約の相手方の直接かつ恒常的な雇用関係にある者か。 

          □ＹＥＳ  □ＮＯ（理由：                           ）  

（注）本書は、下請契約１件ごとに２部作成すること 


